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第５７回大津町都市計画審議会 
（第３回都市計画マスタープラン改定等関係） 

 
議事要旨 

 

【日 時】令和7年９月１１日（木） １３：３０～１５：３０ 

【場 所】大津町役場３階 会議室３０２ＡＢ 

【出席者】出席：田中 智之会長、藤本 猪智郎委員、三宮 美香委員、佐藤 真二委員、 

        時松 智弘委員、大村 裕一郎委員、山本 富二夫委員、中園 貴博委員、坂口 誠委員、 

松本 幸祐委員、津田 恵美専門委員、鳥栖 彰孝専門委員、本田 純一専門委員、 

松木 雄一郎専門委員、備海 伸隆専門委員 

事務局：都市計画課 津田課長、中間審議員、福岡主幹、積主事 

 

【次 第】 

１．開 会 

２．議 題 

（１）立地適正化計画における誘導区域の設定について 

①居住誘導区域の設定 

②都市機能誘導区域の設定 

（２）立地適正化計画における誘導施設の設定について 

３．閉 会 

 

--------------------------------- 議 事 概 要 --------------------------------- 

■議事要旨 

№ 委員からの意見概要 対応概要 

(1)立地適正化計画における誘導区域の設定 ※制度に関する確認等 

1 ・ 居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設

を設定することで、町民や行政にとってどん

なメリットがあるのか。前回も説明があった

と思うが、おさらいとして説明をお願いした

い。（会長） 

・ 現在は人口が増加傾向にあるが、将来的に

人口減少に転じた場合でも、居住誘導区域

内の人口密度を高めておくことで、生活利

便性を維持することが可能となる。 

・ また、一定エリア内に居住や都市機能が集

約されることで、人口減少に転じても、町

のインフラを維持しやすくなる。（事務局） 

・ 居住誘導区域の設定によりインフラが維持さ

れ、住みやすさが担保されることは重要なメ

リットだと考える。（会長） 

－ 

2 ・ 居住誘導区域が指定されると、農用地区域か

らの除外がしやすくなるのか。（委員） 

・ 居住誘導区域は用途地域内に指定するもの

で、用途地域内に農用地区域は存在しない。

今後、用途地域の拡大とあわせて農用地区

域からの除外が行われることも可能性とし

ては有り得るが、現時点で農用地区域への

居住誘導は想定していないし、明確な土地

利用の目的が無い限り農用地区域への用途

指定はできない。（事務局） 
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№ 委員からの意見概要 対応概要 

(1)立地適正化計画における誘導区域の設定 ①居住誘導区域の設定 

3 ・ 隣保館周辺については、居住誘導区域の指定

はしないのか。（委員） 

・ 隣保館周辺は企業用地への農地転用が進んで

いる。共同住宅の開発も多い。土地が有効活

用されるのか疑問が残る。（委員） 

・ 大前提として、用途地域にあわせた土地利

用を推進し、用途地域外は無秩序な開発の

抑制が必要。 

・ 当該エリアは、現行で用途地域を指定して

いないため、居住誘導区域には含めていな

い。今後整備予定の工業団地にも近接する

エリアであり、住宅を積極的に誘導するこ

とまでは考えにくい。（事務局） 

4 ・ 前回まで議論があった、新駅ゾーンとの関係

性はどのように考えているか。（委員） 

・ 原則として、用途地域内に居住誘導区域を

指定することになっている。新駅ゾーンに

ついては、現時点で用途地域を指定してい

ないため、今回の計画策定では誘導区域に

は含めない。 

・ 空港アクセス鉄道の中間駅（新駅）が整備

されれば、周辺の公共交通利便性も向上す

るため、将来的に用途地域の検討とあわせ

て、誘導区域へ追加することも想定してい

る。（事務局） 

 

・ 新駅ゾーンは、現状何もない。新駅ができる

ことで南部地域の住民が鉄道を利用して中心

部へアクセスすることは想定しづらい。バス

1 本で中心部へアクセスできる方が利便性が

高いのでは。（委員） 

・ 新駅ゾーンは、駅だけでなく、賑わい創出

や住宅地の整備を今後検討していきたい。

賑わいとしては、日常生活に必要な生活利

便施設等の立地誘導を想定している。 

・ 人口が増加し、現行の用途地域内でも土地

利用が進んでいる。将来的にはまかなえな

くなる可能性もあるため、新しい居住地と

して新駅ゾーンを想定しているところであ

る。（事務局） 

 

5 ・ 新駅ゾーンには優良農地が含まれる可能性が

高い。どのように市街地整備を進めるのか解

決しないままに議論を進めることはできない

のでは。 

また、前回説明のあった「人口フレームと

住宅地整備の考え方」と整合はとれているの

か。 

町民アンケートの結果においても市街地の

拡大は求める回答は少ない。（委員） 

・ 前提として、本日の議題は現状の用途地域

内で誘導区域をどう設定するのかであり、

新駅ゾーンは現状で用途地域の指定がない

ため誘導区域には含めておらず、今回の議

題に挙げていないエリアとなる。御指摘の

市街地整備の方針等についても、今後具体

的な検討を進めることになる。 

・ その上で、前回の考え方を振り返ると、今

後も人口増加が続き、用途地域内だけでは

まかなえなくなる見込みである。そのため、

人口の分布や都市基盤の整備状況、空港ア

クセス鉄道の整備による交通利便性の向上

等を踏まえて、増加する人口を受け止める

エリアとして新駅ゾーンを示したものであ

る。 

・ 町民アンケート意見も踏まえ、まずは現行

の用途地域内で増加する人口を受入れるこ

とが第一と考えている。それでも不足する

部分については、必要な範囲で市街地拡大

を検討するという考え方。（事務局） 
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№ 委員からの意見概要 対応概要 

・ ご指摘も含め、将来は、新駅ゾーンへの用途

地域指定・誘導区域設定を想定していること

が分かるよう、ロードマップのようなものを

提示し、現時点では、現行の用途地域内で取

り組むという説明をするとよいのではない

か。（会長） 

 

－ 

6 ・ アンケート結果では、「公共交通等の充実」が

重視されている一方で、居住誘導区域内にお

いても公共交通の利便性が低いエリアもあり

格差があるが、どのように考えるか。（委員） 

・ ご指摘の通り、国道 325 号沿線などバス路

線がないエリアもある。公共交通の担当課

と連携しながら検討していきたい。 

・ なお現状としては、肥後大津駅〜本田技研

工業(株)までの区間について通勤バスの実

証運行を実施している。有料ではあるが、

誰でも利用可能である。このようにバスの

運行頻度増加のために、できることに取り

組みたい。（事務局） 

 

・ 公共交通の利用促進について、高齢者の通院

等、福祉を目的としたものと、若者の通勤通

学を目的とした視点がある。高齢者について

は乗合タクシーが選択肢となる。 

アンケート結果を重視して、本計画を検討

すべき。それが、新駅周辺のまちづくりにも

つながるのではないか。（委員） 

 

－ 

7 ・ 住民の方が住まいを探す場合に、価格が重視

され、安価なエリアに住宅が広がる傾向にあ

る。居住誘導区域への誘導にあたって、どの

ような施策を想定しているのか。（委員） 

・ 立地適正化計画を策定すると、誘導区域内

のインフラ整備に国の補助事業が活用しや

すくなるため、暮らしやすいまちづくりを

進めることができる。誘導施策については、

次回の委員会でご提示したいと考えてい

る。（事務局） 

 

8 ・ 新駅が整備された際に周辺の道路とうまく接

続できるのか。（委員） 

・ 新駅ゾーンの整備とあわせて南北道路につ

いても整備をすることを想定している。（事

務局） 

 

 

(1)立地適正化計画における誘導区域の設定 ②都市機能誘導区域の設定 

9 ・ 肥後大津駅から徒歩圏 800ｍについて、どの

程度強制力があるのか。都市機能誘導区域の

西側部分は、もう少し範囲を広げることでス

ーパーや警察署も含まれるエリアとなるた

め、拡大してはどうか。（委員） 

 

・ 徒歩圏 800ｍについては国が目安として示

しているものであり、強制力まではないと

認識している。今後、国との協議もあるた

め確認する。（事務局） 

10 ・ 肥後大津駅周辺から徒歩圏 800ｍ内に含まれ

る優良農地についてはどのように考えている

か。（委員） 

・ 誘導区域は用途地域内の指定が原則である

ため、徒歩圏 800ｍ内だとしても用途地域外

の優良農地については、誘導区域の指定は

行わない。町としては守るべき農地は守る

という考えである。（事務局） 
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№ 委員からの意見概要 対応概要 

(2)立地適正化計画における誘導施設の設定について 

11 ・ 町民アンケートの結果では、公共交通による

アクセス性が重視されているが、誘導施設の

設定において、交通アクセスによる視点が入

っていないように思う。中心部にバスのター

ミナルをつくって、各地域へうまくアクセス

するバスを設定するような誘導の仕方がある

のではないか。（委員） 

・ 肥後大津駅の北側の利便性向上に向け、バ

スの転回広場の整備を進めている。肥後大

津駅周辺まちづくり基本計画において、駅

北口と南口の交通結節点としての機能向上

を進めて行くこととしている。 

・ バスターミナルについては、国が示す項目

に含まれていないため誘導施設としての設

定はしないが、都市計画マスタープランに

おいて交通広場の機能強化等について記載

することを検討したい。（事務局） 

12 ・ 商業施設について、誘導施設に設定しないの

か。（委員） 

・ アンケート結果では商業施設を自宅の近く

に希望する意見も多い。どの程度の規模に

よるかもあるが、誘導施設に設定した場合

は、中心部へのみ商業施設を誘導したいと

いう意思表示になってしまうため、誘導施

設としては設定しない案としている。（事務

局） 

・ 誘導施設に設定すると、それ以外のエリアで

は整備できないということか。（委員） 

・ 届出をすれば整備は可能である。どのよう

な施設を誘導するかという町の意思表示す

ることによる効果が大きい。（事務局） 

13 ・ 保育園や幼稚園は含めず、認定こども園だけ

を誘導施設に位置付ける理由は何か。実態と

して車での送迎がほとんどであり、保育園等

も位置付ける考え方もあるのではないか（委

員） 

・ 駅から 800m の範囲外ではあるが、昭和園を

「行政施策により将来的に生活利便性が高

まると見込まれる区域」として都市機能誘

導区域へ含めている。町で認定こども園の

整備を予定しており、行政施策との関連性

から追加しているもの。（事務局） 

・ だとすれば、「公立認定こども園」とすればよ

いのでは。公的施設は小規模の施設を整備す

る際など、町の指標となるべきものである（委

員） 

・ そのような設定が制度上可能であるか確認

をしたうえで、可能であれば対応する。（事

務局） 

14 ・ 障がい者関係の施設が誘導施設として含まれ

ていない。現状で役場内に入っている施設は、

複合化の際に移転も想定されるので、追加し

てはどうか。（委員） 

・ 検討する。（事務局） 

 

--------------------------------- 審 議 結 果 --------------------------------- 

（１）立地適正化計画における誘導区域の設定について 

①居住誘導区域の設定 

事務局案で承認する。ただし、今後用途地域が拡大されることがあれば、居住誘導区域の追加

をあわせて検討することとする。 

②都市機能誘導区域の設定 

事務局案で承認する。 

 

（２）立地適正化計画における誘導施設の設定について 

事務局案をベースにしつつ、認定こども園については、公立に限定できるか確認する。また、

障がい者関係施設の追加について検討する。 

 

以上 


